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７月１０日（水）

７月３１日（水）まで

7月中の市町村条例で
定める日まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和６年６月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和６年５月期分）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住
民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和６年４月期）
２カ月延長法人（令和６年３月期）
④　消費税・地方消費税の確定申告（１カ月ごと）（５月期）
⑤　消費税・地方消費税の確定申告（３カ月ごと）（２月、５月、８月、
１１月期）
⑥　法人の中間申告（半期・１１月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　消費税・地方消費税の中間申告納付
直前期年税額４，８００万円超のとき　１カ月ごと（５月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　３カ月ごと（２月、８月、１１月期）

⑧　固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

①　源泉所得税には復興特別所得税の額を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）の終了日は
各月末日とする。

④～⑤　消費税課税期間の短縮特例は適用後２
年間継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

Ｖ
Ｃ
フ
ァ
ン
ド
に
お
け
る
時
価
評
価
オ

プ
シ
ョ
ン
の
適
用
単
位
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
６
月
５
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
２
７
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お
り
。

ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
Ｖ
Ｃ)

フ
ァ
ン
ド
の
出
資
持
分

第
２
１
９
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
４
年
６
月
20
日
号
（
№

１
７
１
３
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
組
合
等
の
会
計

処
理
に
関
す
る
時
価
評
価
（
評
価
差

額
は
そ
の
他
の
包
括
利
益
）
す
る
オ

プ
シ
ョ
ン
の
適
用
単
位
に
関
す
る
追

加
的
な
分
析
と
再
提
案
が
さ
れ
た
。

当
初
の
会
計
方
針
の
選
択
と
す
る

事
務
局
案
に
意
見
が
聞
か
れ
た
た

め
、「
時
価
評
価
オ
プ
シ
ョ
ン
の
適

用
単
位
を
『
組
合
等
（
フ
ァ
ン
ド
）

の
単
位
』
で
の
選
択
と
し
、
企
業
自

身
が
定
め
た
一
定
の
方
法
に
基
づ
い

て
組
合
等
を
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
う

え
で
、
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
さ
れ
た
組
合

等
の
単
位
で
時
価
評
価
オ
プ
シ
ョ
ン

を
適
用
す
る
こ
と
を
選
択
可
能
（
当

初
認
識
時
に
取
消
不
能
の
選
択
）」

と
す
る
案
が
再
提
案
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
異
論
は
聞
か
れ
な

か
っ
た
。

金
融
資
産
の
減
損

第
２
１
９
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
４
年
６
月
20
日
号
（
№

１
７
１
３
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、ス
テ
ッ
プ
５
（
一

般
事
業
会
社
に
対
す
る
検
討
）
を
採

用
す
る
一
般
事
業
会
社
に
お
け
る
営

業
債
権
、
契
約
資
産
お
よ
び
リ
ー
ス

債
権
に
つ
い
て
の
取
扱
い
（
単
純
化

し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
）
の
審
議
が
行
わ

れ
た
。

事
務
局
か
ら
、
ス
テ
ッ
プ
５
を
採

用
す
る
一
般
事
業
会
社
に
お
け
る
営
業

債
権
、
契
約
資
産
お
よ
び
リ
ー
ス
債

権
の
取
扱
い
と
し
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号

「
金
融
商
品
」
の
損
失
評
価
引
当
金

を
全
期
間
の
予
想
信
用
損
失
に
等
し

い
金
額
で
測
定
す
る
単
純
化
し
た
ア

プ
ロ
ー
チ
の
定
め
を
取
り
入
れ
る
案

が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ
た
。

ま
た
、「
一
般
事
業
会
社
が
金
融
機

関
並
み
の
負
担
が
あ
る
と
誤
解
し
な

い
よ
う
、
基
準
の
構
成
の
工
夫
や
周

知
活
動
を
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

リ
ー
ス
会
計
基
準
の
開
発

第
１
５
０
回
リ
ー
ス
会
計
専
門
委

員
会（
２
０
２
４
年
６
月
20
日
号（
№

１
７
１
３
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
次
の
検
討
が
行

わ
れ
た
。

⑴　
貸
手
の
基
本
と
な
る
会
計
処
理

（
文
案
の
検
討
）

リ
ー
ス
取
引
開
始
日
に
売
上
高
と

売
上
原
価
を
計
上
す
る
方
法
（
第
１

法
）
と
売
上
高
を
計
上
せ
ず
に
利
息

相
当
額
を
各
期
へ
配
分
す
る
方
法

（
第
３
法
）
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
、

検
討
が
行
わ
れ
た
。

第
１
法
を
適
用
す
る
リ
ー
ス
は
、

「
製
造
又
は
販
売
を
事
業
と
す
る
貸

手
が
当
該
事
業
の
一
環
で
行
う
リ
ー

ス
」
と
す
る
案
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
第
３
法
適
用
時
に
お
け
る

販
売
益
相
当
額
が
生
じ
る
場
合
の
会

計
処
理
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
案

の
他
に
、「
貸
手
の
現
金
購
入
価
額

と
借
手
に
対
す
る
現
金
販
売
価
額
に

差
が
な
い
処
理
を
定
め
た
う
え
で
、

販
売
益
相
当
額
が
生
じ
る
場
合
の
会

計
処
理
を
別
途
定
め
る
」
案
が
新
た

に
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
新
た
な
案
へ
の
賛

成
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑵　
経
過
措
置

適
用
初
年
度
の
期
首
に
利
子
込
法

で
計
上
し
た
リ
ー
ス
に
関
し
て
、
利

子
抜
法
へ
の
変
更
を
求
め
る
か
否
か

に
つ
い
て
、
本
適
用
指
針
案
116
項
の

経
過
措
置
を
適
用
し
適
用
初
年
度
に

お
い
て
利
子
込
法
に
よ
り
計
上
し
た
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借
手
の
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に

つ
い
て
は
、
10
％
基
準
を
超
え
た
と

し
て
も
見
直
し
は
不
要
と
す
る
事
務

局
案
が
示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ

た
。企

業
会
計
基
準
等
の
年
次
改
善 

事
務
局
で
は
、
担
当
チ
ー
ム
を
設

け
、
原
則
と
し
て
年
１
回
、
Ａ
Ｓ
Ｂ

Ｊ
が
公
表
し
た
企
業
会
計
基
準
等
の

要
変
更
事
項
の
確
認
作
業
を
行
う
こ

と
と
し
て
い
る
。

今
回
、
事
務
局
よ
り
、
次
の
基
準

等
に
つ
い
て
軽
微
な
改
正
・
修
正
の

提
案
が
示
さ
れ
た
。

①　
改
正
提
案
（
実
質
的
に
内
容
を

変
更
し
、
委
員
会
の
議
決
お
よ
び

公
開
草
案
の
公
表
を
行
う
）

・
企
業
会
計
基
準
25
号
「
包
括
利
益

の
表
示
に
関
す
る
会
計
基
準
」
の

適
用
に
伴
う
変
更
…
本
基
準
が
適

用
さ
れ
、
連
結
財
務
諸
表
に
つ
い

て
は
、
純
資
産
の
部
に
計
上
さ
れ

た
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金

の
増
減
等
が
、
包
括
利
益
を
表
示

す
る
計
算
書
に
お
い
て
表
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
株
主
資
本
適
用
指
針
等
の
複

数
の
会
計
基
準
等
に
お
い
て
、「
純

資
産
の
部
に
直
接
計
上
さ
れ
た
」

と
い
う
表
現
を
使
用
し
た
ま
ま
と

な
っ
て
い
る
。

・
実
務
対
応
報
告
10
号
「
種
類
株
式

の
貸
借
対
照
表
価
額
に
関
す
る

実
務
上
の
取
扱
い
」
に
お
け
る

商
法
の
参
照
箇
所
へ
の
対
応
…

２
０
０
５
年
の
商
法
改
正
に
伴
い
、

会
社
法
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
て
削
除
さ
れ
た
商
法
の
条
文
を

参
照
し
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

②　
修
正
提
案
（
内
容
を
実
質
的
に

変
更
す
る
こ
と
な
く
、
形
式
的
に

変
更
す
る
も
の
。
委
員
会
で
了
承

を
得
る
が
、
委
員
会
の
議
決
お
よ

び
公
開
草
案
の
公
表
は
不
要
）

・
企
業
会
計
基
準
24
号
「
会
計
方
針

の
開
示
、
会
計
上
の
変
更
及
び
誤

謬
の
訂
正
に
関
す
る
会
計
基
準
」

の
公
表
に
伴
う
変
更
…
本
基
準
に

よ
り
廃
止
さ
れ
た
「
臨
時
償
却
」

に
関
す
る
記
載
等
が
含
ま
れ
て
い

る
。

・
日
本
公
認
会
計
士
協
会 

会
計
制
度

委
員
会
報
告
１
号
「
セ
グ
メ
ン
ト

情
報
の
開
示
に
関
す
る
会
計
手
法
」

の
廃
止
に
伴
う
変
更
…
減
損
適
用

指
針
に
お
い
て
、
廃
止
さ
れ
た
本

報
告
の
内
容
を
参
照
す
る
記
述
が

含
ま
れ
て
い
る
。

・
日
本
公
認
会
計
士
協
会 

監
査
・
保

証
実
務
委
員
会
実
務
指
針
81
号「
減

価
償
却
に
関
す
る
当
面
の
監
査
上

の
取
扱
い
」
へ
の
統
合
に
伴
う
変

更
…
減
損
適
用
指
針
に
お
い
て
、

本
実
務
指
針
に
統
合
さ
れ
た
日
本

土
地
所
有
権
の
制
限

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

所
有
者
は
、
自
分
の
モ
ノ
を
自
由

に
使
用
、
収
益
（
他
人
に
貸
し
て
賃

料
を
得
る
）、
処
分
（
売
る
、
担
保
に

入
れ
る
、
廃
棄
す
る
な
ど
）
で
き
る

権
利
を
有
し
ま
す
（
民
法
206
）。
た
だ

し
、
法
令
に
よ
り
自
由
な
使
用
等
が

制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
民

法
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
所
有
権
の
制
限

が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

土
地
の
所
有
権
は
、「
法
令
の
制
限
内

に
お
い
て
、そ
の
土
地
の
上
下
に
及
ぶ
」

と
さ
れ
て
い
ま
す
（
207
）。「
法
令
の

制
限
」
の
一
例
と
し
て
、
建
築
基
準

法
に
は
、
建
物
の
高
さ
に
関
す
る
制

限
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
下
に

つ
い
て
も
一
定
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

地
下
は
、
上
下
水
道
、
電
気
、
ガ

ス
、
地
下
鉄
、
地
下
河
川
な
ど
の
公

共
事
業
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
通
常
は
利
用
さ
れ

な
い
深
さ（
地
下
40
ｍ
以
深
な
ど
）は
、

原
則
と
し
て
事
前
の
補
償
を
行
う
こ

と
な
く
公
共
的
な
目
的
の
た
め
に
使

用
で
き
る
手
続
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す

（
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関

す
る
特
別
措
置
法
）。

民
法
に
は
、
隣
地
同
士
の
制
限
も

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

土
地
の
所
有
者
は
、「
直
接
に
雨
水
を

隣
地
に
注
ぐ
構
造
の
屋
根
そ
の
他
の

工
作
物
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
」
と

さ
れ
て
い
ま
す
（
218
）。
隣
地
か
ら
竹

木
や
根
が
越
境
し
て
い
る
場
合
、
竹

木
に
関
し
て
は
、「
竹
木
の
所
有
者
に
、

そ
の
枝
を
切
除
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
233
①
）。
切

除
し
て
も
ら
え
な
い
場
合
、
法
改
正

前
は
竹
木
の
所
有
者
（
通
常
は
隣
地

所
有
者
）
に
対
し
、「
越
境
し
て
い
る

枝
を
切
除
せ
よ
」
と
い
う
裁
判
を
起

こ
し
、
裁
判
所
の
判
決
を
も
ら
っ
て
か

ら
強
制
執
行
の
手
続
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。
令
和
5
年
4
月
1
日

の
民
法
改
正
に
よ
り
、
次
の
い
ず
れ

か
の
場
合
に
は
、
枝
を
自
ら
切
除
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
（
233

③
）。
①
竹
木
の
所
有
者
に
催
告
し
て

も
、
相
当
の
期
間
内
に
切
除
し
て
も

ら
え
な
い
と
き
、
②
竹
木
の
所
有
者

が
誰
か
、
ま
た
は
所
有
者
の
所
在
が

わ
か
ら
な
い
と
き
、
③
急
迫
の
事
情

が
あ
る
と
き
。
こ
れ
に
対
し
、
根
が

越
境
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
よ
う

な
ス
テ
ッ
プ
を
経
ず
に
切
り
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（
233
④
）。

せ
っ
か
く
土
地
を
所
有
し
て
い
て

も
、
他
の
土
地
に
囲
ま
れ
て
公
道
に

出
ら
れ
な
い
土
地（
袋
地
）で
あ
れ
ば
、

袋
地
へ
の
出
入
り
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
、
袋
地
所
有
者
は
、「
公
道
に

至
る
た
め
、
そ
の
土
地
を
囲
ん
で
い

る
他
の
土
地
を
通
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
210
）。
た

だ
し
、
他
の
土
地
の
ど
こ
を
通
っ
て
も

よ
い
わ
け
で
は
な
く
、「
必
要
で
あ
り
、

か
つ
、
他
の
土
地
の
た
め
に
損
害
が

最
も
少
な
い
」
場
所
・
方
法
を
選
択

す
る
必
要
が
あ
り
（
211
①
）、
他
の
土

地
の
所
有
者
に
損
害
が
生
じ
れ
ば
償

金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す（
212
）。

た
だ
し
、
共
有
の
土
地
を
分
割
し
た

結
果
と
し
て
袋
地
が
生
じ
た
場
合
は
、

袋
地
所
有
者
は
、
他
の
分
割
者
の
土

地
の
み
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
、

償
金
の
支
払
を
要
し
ま
せ
ん
（
213
）。

外
壁
の
塗
装
や
土
地
の
測
量
な
ど

の
た
め
、
隣
地
に
立
ち
入
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
民

法
上
、
次
の
場
合
に
は
、
必
要
最
小

限
、
す
な
わ
ち
隣
地
所
有
者
に
と
っ
て

損
害
の
最
も
少
な
い
日
時
、
場
所
お

よ
び
方
法
で
隣
地
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（
209
）。
①
障
壁
、
建
物

等
の
築
造
、
収
去
ま
た
は
修
繕
、
②

境
界
標
の
調
査
ま
た
は
測
量
、
③
233

条
３
項
に
基
づ
く
越
境
枝
の
切
取
り
。

隣
地
を
使
用
す
る
場
合
は
、
原
則
と

し
て
事
前
（
そ
れ
が
困
難
な
場
合
は

事
後
）
に
、
隣
地
所
有
者
お
よ
び
使

用
者
（
借
主
な
ど
）
に
日
時
、
場
所

お
よ
び
方
法
を
通
知
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

所
有
権
は
完
全
に
自
由
な
権
利
で

は
な
く
、
法
令
上
の
制
限
を
伴
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で

す
。
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金
融
資
産
の
減
損
に
お
け
る
一
般
事
業

会
社
の
貸
倒
引
当
金
の
取
扱
い
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

公
認
会
計
士
協
会
の
監
査
第
一
委

員
会
報
告
32
号
「
耐
用
年
数
の
適

用
、
変
更
及
び
表
示
と
監
査
上
の

取
扱
い
」
の
内
容
を
参
照
す
る
記

述
が
含
ま
れ
て
い
る
。

・
日
本
公
認
会
計
士
協
会 

会
計
制
度

委
員
会
報
告
13
号
「
退
職
給
付
会

計
に
関
す
る
実
務
指
針
（
中
間
報

告
）」
の
廃
止
に
伴
う
変
更
…
実
務

対
応
報
告
22
号
「
厚
生
年
金
基
金

に
係
る
交
付
金
の
会
計
処
理
に
関

す
る
当
面
の
取
扱
い
」
に
お
い
て
、

退
職
給
付
会
計
基
準
等
の
公
表
に

関
連
し
て
廃
止
さ
れ
た
本
報
告
の

内
容
を
参
照
す
る
記
述
が
含
ま
れ

て
い
る
。

・
実
務
対
応
報
告
16
号
「
会
社
法
に

よ
る
新
株
予
約
権
及
び
新
株
予
約

権
付
社
債
の
会
計
処
理
に
関
す
る

実
務
上
の
取
扱
い
」
の
廃
止
に
伴

う
変
更
…
実
務
対
応
報
告
１
号「
旧

商
法
に
よ
る
新
株
予
約
権
及
び
新

株
予
約
権
付
社
債
の
会
計
処
理
に

関
す
る
実
務
上
の
取
扱
い
」
に
お

い
て
、
会
社
法
に
よ
る
新
株
予
約

権
お
よ
び
新
株
予
約
権
付
社
債
の

会
計
処
理
に
つ
い
て
、
適
用
を
終

了
し
た
本
実
務
対
応
報
告
の
定
め

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

委
員
か
ら
異
論
は
聞
か
れ
な
か
っ

た
。

去
る
６
月
12
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
２
２
０
回
金
融
商
品

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お

り
。金

融
資
産
の
減
損

前
回
（
２
０
２
４
年
６
月
20
日
号

（
№
１
７
１
３
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
ス
テ
ッ
プ

５（
一
般
事
業
会
社
に
対
す
る
検
討
）

に
関
す
る
検
討
が
行
わ
れ
た
。

ス
テ
ッ
プ
５
の
基
本
的
な
方
針
と

し
て
、
現
行
基
準
に
お
い
て
貸
倒
引

当
金
の
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
金
融

資
産
等
に
予
想
信
用
損
失
に
基
づ
く

減
損
モ
デ
ル
を
適
用
す
る
の
で
は
な

く
、
現
行
基
準
に
お
け
る
金
融
商
品

の
分
類
・
測
定
を
前
提
と
し
て
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融
商
品
」
に
お
け

る
取
扱
い
や
金
融
資
産
の
性
質
等
に

基
づ
い
て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
う
え

で
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
定
め
を
取
り

入
れ
る
か
、
ま
た
は
当
面
の
間
は
現

行
の
金
融
商
品
会
計
基
準
等
に
お
け

る
取
扱
い
を
踏
襲
す
る
か
を
判
断
す

る
と
さ
れ
て
い
る
。

事
務
局
か
ら
、
貸
倒
引
当
金
の
対

象
と
な
る
主
な
金
融
資
産
等
に
つ
い

て
、次
の
対
応
方
針
案
が
示
さ
れ
た
。

①　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
単
純
化
し
た

ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
入
れ
る
方
向

で
検
討
を
進
め
る
金
融
資
産
等

・
顧
客
と
の
契
約
か
ら
生
じ
た
債
権

に
係
る
受
取
手
形
、
お
よ
び
電
子

記
録
債
権

・
売
掛
金

・
契
約
資
産

・
リ
ー
ス
債
権
お
よ
び
リ
ー
ス
投
資

資
産
の
う
ち
将
来
の
リ
ー
ス
料
を

収
受
す
る
権
利
に
係
る
部
分

・
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
取

引
（
契
約
）
に
係
る
債
権

②　
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
単
純
化
し
た

ア
プ
ロ
ー
チ
の
対
象
と
す
る
か
ど

う
か
検
討
を
行
う
金
融
資
産

・
未
収
金

③　
金
融
商
品
の
分
類
・
測
定
の
見

直
し
に
関
す
る
議
論
を
行
う
ま
で

の
間
は
、
現
行
の
金
融
商
品
会
計

基
準
等
に
お
け
る
取
扱
い
を
踏
襲

す
る
方
向
で
検
討
を
進
め
る
金
融

資
産

・
敷
金

・
将
来
返
還
さ
れ
る
差
入
預
託
保
証

金
（
建
設
協
力
金
お
よ
び
敷
金
を

除
く
）

・
ゴ
ル
フ
会
員
権
（
預
託
保
証
金
）

④　
ス
テ
ッ
プ
４
の
検
討
後
に
あ
ら

た
め
て
検
討
す
る
金
融
資
産

・
貸
付
金

・
未
収
利
息

・
建
設
協
力
金

専
門
委
員
か
ら
は
、「
フ
ァ
ク
タ

リ
ン
グ
に
よ
り
取
得
し
た
売
掛
債
権

等
は
、
①
の
範
囲
外
と
す
る
分
析
が

さ
れ
て
い
る
が
、
債
権
は
短
期
の
も

の
が
多
く
、
単
純
化
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
が
適
当
」と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

ベ
ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
Ｖ
Ｃ
）

フ
ァ
ン
ド
の
出
資
持
分

前
回
（
２
０
２
４
年
６
月
20
日
号

（
№
１
７
１
３
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）に
引
き
続
き
、本
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
審
議
の
過
程
で
こ
れ
ま
で
聞

か
れ
た
意
見
に
関
し
て
、
分
析
が
行

わ
れ
た
。
主
な
意
見
と
事
務
局
提
案

は
次
の
と
お
り
。

⑴　
総
額
法
で
会
計
処
理
し
て
い
る

組
合
等
へ
の
出
資

組
合
等
へ
の
出
資
は
持
分
相
当
額

を
純
額
で
取
り
込
む
純
額
法
が
原
則

だ
が
、
一
定
の
場
合
に
総
額
法
も
認

め
ら
れ
て
い
る
。
総
額
法
で
会
計
処

理
し
て
い
る
組
合
等
へ
の
出
資
に
関

し
て
、
時
価
評
価
オ
プ
シ
ョ
ン
が
適

用
で
き
る
か
、
適
用
で
き
る
場
合
に

ど
の
よ
う
な
開
示
（
注
記
事
項
）
が

求
め
ら
れ
る
か
確
認
し
た
い
と
の
意

見
が
聞
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
総
額
法
の
会
計
処

理
を
行
っ
て
い
る
組
合
へ
の
出
資
に

つ
い
て
も
時
価
評
価
オ
プ
シ
ョ
ン
の

適
用
を
認
め
、
そ
の
場
合
に
は
、
金

融
商
品
の
時
価
等
に
関
す
る
事
項
お

よ
び
金
融
商
品
の
時
価
の
レ
ベ
ル
ご

と
の
内
訳
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
の
開
示
（
注
記
）
の
規
定
を
適
用

す
る
案
が
示
さ
れ
た
。

⑵　
連
結
上
の
取
扱
い

組
合
等
が
連
結
子
会
社
に
該
当
す

る
場
合
の
取
扱
い
を
追
加
検
討
す
べ

き
と
の
意
見
に
対
し
、
時
価
評
価
オ

プ
シ
ョ
ン
の
適
用
企
業
と
し
て
想
定

し
て
い
る
Ｌ
Ｐ
出
資
者
が
組
合
等
を

連
結
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
は
ほ

と
ん
ど
な
い
と
の
分
析
を
踏
ま
え
、

時
価
評
価
オ
プ
シ
ョ
ン
を
適
用
す
る

こ
と
と
し
た
組
合
等
が
連
結
子
会
社

に
該
当
す
る
場
合
の
会
計
処
理
は
本

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
範
囲
に
含
め
な
い

と
す
る
案
が
示
さ
れ
た
。

＊

専
門
委
員
か
ら
、
事
務
局
案
に
賛

意
が
聞
か
れ
た
。
ま
た
、「
⑴
と
⑵

は
似
た
よ
う
な
処
理
で
あ
り
、
結
論

が
異
な
る
こ
と
に
違
和
感
が
あ
る
」

と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2024年
6月7日

コーポレートガバナンス改革の
実践に向けたアクション・プロ
グラム2024

金融庁・
東証

2023年４月に策定した「コーポレートガバナンス改革の実質化に向け
たアクション・プログラム」の公表後における各施策の取組み状況に
ついて、実態を踏まえたフォローアップを行い、前回掲げた施策の主な
取組みに関するフォローアップと今後の方向性について取りまとめ、
コーポレート・ガバナンス改革の「実践」に向けた施策を推し進めるも
の。具体的には、①取締役会の実効性向上に向けた取組みの好事例の共
有、②収益性と成長を意識した経営の取組み状況のフォローアップ、③
有報の総会前開示、事業報告等との重複開示の効率化等の環境整備、④
政策保有株式の実態を踏まえた開示等の促進等が挙げられる。
https://www.fsa.go.jp/news/r5/singi/20240607.html　

―

Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
金
利
引
下
げ
と
今
後
の
課
題

金
　
　
融

日
本
の
株
式
市
場
は
利
上
げ
を
恐
れ
る

必
要
な
し

証
　
　
券

欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
理
事

会
は
６
月
６
日
、
政
策
金
利
を
０
・

２
５
％
ポ
イ
ン
ト
引
き
下
げ
る
こ
と

を
決
定
し
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
利
下
げ
は

２
０
１
９
年
以
来
で
、
Ｇ
７
首
脳
会

議
諸
国
の
な
か
で
は
、
カ
ナ
ダ
に
続

い
て
２
カ
国
目
と
な
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｂ
ラ
ガ
ル
ド
総
裁
は
、
公
式

サ
イ
ト
で
、
最
近
の
経
済
動
向
と
金

融
政
策
の
経
緯
に
つ
い
て
説
明
し
、

「
こ
れ
ま
で
金
利
を
一
定
に
保
つ
段

階
だ
っ
た
が
、現
在
イ
ン
フ
レ
は
２
・

６
％
に
ま
で
低
下
し
、
こ
の
ま
ま
行

け
ば
来
年
後
半
に
は
２
％
に
な
る
見

込
み
。
し
た
が
っ
て
、
金
融
の
引
き

締
め
度
合
い
を
緩
和
す
る
こ
と
に
し

た
。
緩
和
す
る
と
い
っ
て
も
、
金
利

を
引
き
締
め
気
味
に
保
つ
べ
き
点
に

は
変
わ
り
な
く
、
い
わ
ば
、
以
前
ほ

ど
強
く
で
は
な
い
に
し
ろ
、
ブ
レ
ー

キ
は
踏
み
続
け
る
必
要
は
あ
る
」
と

表
明
し
て
い
る
。
確
か
に
、
イ
ン
フ

レ
の
抑
制
が
一
定
の
成
果
を
上
げ
た

こ
と
は
評
価
に
値
す
る
。
だ
が
依
然

と
し
て
多
く
の
課
題
が
残
っ
て
い

る
。
２
％
台
後
半
に
低
下
し
た
と
は

い
っ
て
も
、
再
び
上
昇
す
る
リ
ス
ク

は
残
っ
て
い
る
。
特
に
エ
ネ
ル
ギ
ー

価
格
や
食
品
価
格
の
変
動
が
大
き

く
、
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
今
回
、
０
・
２
５
％
ポ
イ
ン

ト
幅
の
利
下
げ
を
行
っ
た
こ
と
自
体

は
適
切
だ
が
、
労
働
市
場
や
賃
金
動

向
な
ど
の
デ
ー
タ
が
イ
ン
フ
レ
圧
力

の
高
ま
り
の
兆
候
を
み
せ
た
場
合
、

躊
躇
な
く
再
利
上
げ
に
踏
み
込
む
柔

軟
性
が
必
要
だ
。

金
融
政
策
の
効
果
を
最
大
化
す
る

た
め
に
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
と
ユ
ー
ロ
圏
各

国
政
府
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ

る
。
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
政
策
だ
け
で
は
限
界

が
あ
り
、
各
国
の
財
政
改
革
や
構
造

改
革
も
あ
わ
せ
て
実
施
す
る
こ
と

で
、
経
済
全
体
の
安
定
が
図
れ
る
。

た
と
え
ば
、
欧
州
復
興
基
金
の
効
果

的
な
運
用
や
、
資
本
市
場
の
統
合
、

銀
行
同
盟
の
完
成
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。こ
れ
ら
の
施
策
が
進
展
す
れ
ば
、

経
済
の
脆
弱
性
は
な
く
な
り
、
域
内

の
強
靭
性
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
企
業
の
競
争
力
を
強
化

し
、
持
続
可
能
な
成
長
を
支
え
る
た

め
の
技
術
革
新
を
促
進
す
る
こ
と
も

求
め
ら
れ
る
。
経
済
の
安
定
と
持
続

可
能
な
成
長
を
実
現
す
る
た
め
に
、

引
き
続
き
努
力
が
必
要
と
な
る
。

世
界
の
株
式
市
場
は
、
依
然
、
米

連
邦
準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）

の
金
融
政
策
の
展
開
を
最
重
要
視
し

な
が
ら
、投
資
行
動
を
決
め
て
い
る
。

Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
重
要
な
経
済
指
標（
物
価
、

雇
用
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
な
ど
）
の
評
価
を
も

と
に
、
政
策
金
利
の
変
更
な
ど
の
金

融
政
策
を
定
期
的
に
開
く
米
連
邦
公

開
市
場
委
員
会
（
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
）
で
決

定
す
る
。
投
資
家
が
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
政
策

決
定
を
予
想
し
、
投
資
行
動
を
決
め

る
の
に
、
便
利
な
し
く
み
で
あ
る
。

６
月
11
、
12
日
に
今
年
４
回
目
の

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
が
開
か
れ
る
が
、
政
策
金

利
据
置
き
の
公
算
が
大
き
い
。
株
式

市
場
が
期
待
す
る
利
下
げ
は
な
く
て

も
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
５
月
半
ば
頃
か
ら
政

策
金
利
は
動
か
せ
な
い
こ
と
を
ほ
の

め
か
し
て
き
た
た
め
株
式
市
場
の
失

望
は
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
に
続
い
て
日
銀
金
融
政

策
決
定
会
合
が
13
、
14
日
に
開
か
れ

る
。
こ
れ
ま
で
の
日
銀
の
姿
勢
か
ら

す
る
と
、
こ
こ
で
も
政
策
変
更
な
し

と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
米
Ｆ
Ｒ
Ｂ

と
正
反
対
に
利
上
げ
が
焦
点
と
な
っ

て
い
る
日
銀
だ
が
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
現
状

維
持
を
決
定
す
れ
ば
日
銀
も
政
策
変

更
な
し
を
決
め
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
長
年
の
異
常
な
金
融
政

策
が
も
た
ら
し
た
歪
み
を
正
し
、
円

安
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
た
め
に
は

利
上
げ
は
免
れ
な
い
。
利
上
げ
に
は

イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
生
じ
た
預
金
の

目
減
り
を
カ
バ
ー
し
、
円
高
回
帰
に

よ
っ
て
物
価
安
定
、
消
費
者
心
理
を

改
善
す
る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ

る
。も
ち
ろ
ん
、利
上
げ
は
住
宅
ロ
ー

ン
金
利
の
上
昇
に
よ
る
家
計
の
圧

迫
、
国
債
利
回
り
上
昇
に
よ
る
財
政

負
担
の
増
加
、
債
務
過
多
の
企
業
の

破
綻
な
ど
マ
イ
ナ
ス
は
大
き
い
。　

株
式
市
場
は
、
円
高
反
転
に
よ
る

海
外
市
場
依
存
企
業
の
収
益
悪
化
懸

念
な
ど
へ
の
警
戒
か
ら
、
利
上
げ
を

敬
遠
し
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
利
上
げ
は
円
高
、
物
価
安
定
に

よ
っ
て
、
こ
の
春
つ
い
に
実
現
し
た

大
幅
賃
上
げ
の
実
質
価
値
を
高
め
、

内
需
の
中
心
で
あ
る
消
費
の
拡
大
に

つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

５
月
以
降
、
日
経
平
均
は
３
８
、

０
０
０
円
弱
～
３
９
、０
０
０
円
強
の

ボ
ッ
ク
ス
圏
に
あ
り
、
緩
や
か
な
上

昇
過
程
に
あ
る
米
株
価
と
は
や
や
乖

離
し
て
き
た
。
株
価
は
金
融
政
策
の

次
の
手
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。


